
特定非営利活動法人 富士市のごみを考える会 総 会 議 事 録

１ 開 催 日 時 平成１９年５月１２日 ９時３０分より

１ 場 所 富士市本市場 432番地の１ 富士市社会福祉会館 フィランセ大ホール

１ 正会員総数 ３９人

１ 出席正会員数 ３９人（本人出席：２８人、 委任状出席：１１人）

１ 議長選任の経過

定刻に至り司会者田中富子が平成１９年度第４回総会の開会を宣し、本日の総会は定款所定数を満たし

たので、有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法を諮ったところ、満場一致を持って小野由美子が議長に選

任されました。続いて議長より挨拶の後議案審議に入りました。

１ 議事の経過の要領及び議案別決議の結果

第１号議案 事業報告、収支計算書、財産目録及び貸借対照表付議の件

議長は、本件について付議された旨を延べ、これを議場に諮ったところ、満場一致を持って意義なく可決

決定した。

第２号議案 役員任期満了につき改選の件

議長は、理事全員が任期満了につきその改選方を議場に諮ったところ満場一致を持って、次の者が理事に

選任され、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

理 事 小野 由美子 （重任）

理 事 時田 祐佐 （重任）

理 事 縣 昌司 （重任）

理 事 竹内 敏夫 （重任）

理 事 梅原 万奈 （重任）

理 事 田中 富子 （重任）

理 事 宮野 征男 （重任）

理 事 石川美枝子 （就任）

理 事 岸本美和子 （就任）

監 事 大石 光男 (重任）

監 事 岡村 義久 （重任）

第３号議案 議事録署名人について

議長から、議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、満場意義なく賛成であったので、議長は次の者

を議事録署名人にした。

議事録署名人 ○○○○○

議事録署名人 ○○○○○

以上をもって総会の議案全部の審議を終了したので、議長は閉会を宣し午前１１時散会した。

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

平成１９年 ５月 １２日

議 長 小野 由美子

議事録署名人 ○○○○○

議事録署名人 ○○○○○
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〔特定非営利活動法人富士市のごみを考える会〕

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市大淵２７番地の６

「氏名」小野由美子

「原因年月日」平成１９年５月１２日重任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市中丸 794番地

「氏名」時田 祐佐

「原因年月日」平成１９年５月１２日重任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市中野490番地の58

「氏名」赤松 峰雄

「原因年月日」平成１９年５月１２日退任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市石坂381番地の11

「氏名」竹内 敏夫

「原因年月日」平成１９年５月１２日重任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市大渕102番地の64

「氏名」梅原 万奈

「原因年月日」平成１９年５月１２日重任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市水戸島343番地の1 ｻﾆｰﾊｲﾂ 302号室

「氏名」縣 昌司

「原因年月日」平成１９年５月１２日重任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市厚原2281番地の4

「氏名」宮野 征男

「原因年月日」平成１９年５月１２日重任
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「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県今宮620番地の27

「氏名」田中 富子

「原因年月日」 平成１７年５月８日重任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市伝法2435番地の2

「氏名」石川 美枝

「原因年月日」平成１９年５月１２日就任

「役員に関する事項」

「資格」理事

「住所」静岡県富士市今泉3689番地の18

「氏名」岸本美和子

「原因年月日」平成１９年５月１２日就任



(2) 会 費

 正 会 員 2,000円

 賛助会員 2,000円

 応援会員 1,000円

 ボランティア会員 なし

３ この法人の設立当初の役員は、第14条第１項及び第２項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおり

とし、その任期は、第16条第１項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までと

する。

４ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによる。

５ この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月

31日までとする。


